
島 根 県 報
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介護保険法（平成�年法律第���号）第���条の規定による同法第��条第�項第�号の指定の辞退があったので、同法第

��	条第
号の規定に基づき告示する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


企業参入促進資金利子補給金交付要綱（平成�	年島根県告示第��号）の一部を次のように改正する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

別表貸付条件の欄中「年���パーセント」を「年���パーセント」に改める。

� 

� この告示は、平成��年��月��日から施行する。


 この告示による改正後の企業参入促進資金利子補給金交付要綱別表の規定（貸付利率に係る部分に限る。）は、平成

��年��月��日以後に貸し付けられる企業参入促進資金について適用し、同日前に貸し付けられた企業参入促進資金につ

いては、なお従前の例による。

第����	号 平成��年��月��日 (�)

開 設 者 の 名 称 施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地
指定辞退
年 月 日

石西厚生農業協同組合連合会 日原共存病院 鹿足郡津和野町枕瀬���番地��
平成��年
��月��日

� �

� �

介護保険法の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定の辞退 （高齢者福祉課） �

企業参入促進資金利子補給金交付要綱の一部改正 （農 業 経 営 課） �

換地計画書の縦覧 （農 村 整 備 課） �

保安林予定森林 （森 林 整 備 課） �

解除予定保安林（
件） （ 〃 ） �

島根県建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱の一部改正 （土 木 総 務 課） �

� �

島根県中小企業制度融資要綱の規定に基づく指定再生手続開始申立等事業者の指 （経 営 支 援 課） �

定
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平成��年��月��日 (火)
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(毎週火・金曜日発行)
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土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定に基づき、県営土地改良事業に伴う阿宮地区第�工区の

換地計画を定めたので、同条第	項において準用する同法第�
条第�項の規定により次のとおり縦覧に供する。

なお、当該換地計画に不服がある場合は、縦覧期間満了後��日以内に、島根県知事に対して異議申立てをすることがで

きる。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 縦覧に供する書類の名称

換地計画書

� 縦覧の期間

平成��年��月�日から��日間

� 縦覧の場所

斐川町役場
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次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和��年法律第���号）第�条の�第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 保安林予定森林の所在場所

隠岐郡隠岐の島町原田小杉����から����まで

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を島根県庁及び隠岐の島町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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次の保安林を解除予定保安林としたから、森林法（昭和��年法律第���号）第�条の�第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 解除予定保安林の所在場所

浜田市金城町小国イ���－��

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

第�����号 平成��年��月�日(�)
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� 解除の理由

道路用地とするため
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次の保安林を解除予定保安林としたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第	項の規定により告示する。

平成
�年
�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	� 解除予定保安林の所在場所

大田市鳥井町鳥井字鳥井�
��－�

� 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

� 解除の理由

漁港施設用地とするため

�� 解除予定保安林の所在場所

大田市鳥井町鳥井字鳥井�
��－�

� 保安林として指定された目的

魚つき

� 解除の理由

漁港施設用地とするため
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島根県建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱（平成
�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成
�年
�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

様式第	号中「
� 申請事務担当者欄」を「�� 申請事務担当者欄」に改める。

様式第�号の注を削る。

� 

この告示は、平成
�年
�月��日から施行する。

� �

島根県中小企業制度融資要綱（昭和��年島根県告示第���号）第�条第号に規定する指定再生手続開始申立等事業者

を次のとおり指定したので公告する。

平成
�年
�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第
����号 平成
�年
�月��日 (�)

番号 名 称 住 所 指 定 期 間


�－� 大河建設株式会社 島根県益田市美都町都茂
���番地	
平成
�年�月��日～
平成��年�月��日
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